
『離婚後の共同親権・共同監護を実現する民法の一部改正法案』概要

法案の制度設計の特⾧

• 条約（児童の権利条約・ハーグ条約）との整合性や諸外国の家族法と親和性を踏まえた「チルドレン・ファースト」な制度
• 現在の国内法の概念・体系（親権・監護者の概念/親権剥奪・親権放棄の要件など）を維持
• 父母の一方に差別的地位（『主たる監護者』など）を付与することを回避
• あらゆる事態にきめ細やかに対応できるMECE（Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive）かつ柔軟な制度
• 原則と例外を明確にし、基本的に、例外事案のみ公権力（裁判所・児童相談所・婦人相談所など）が介入

 親権（監護権を含む）については、原則として、婚姻中か否かに関わらず父母が共同して行使
 離婚時に、『共同監護計画』（ ①監護（親子交流）の分担、②監護費用（養育費）の分担、③父母の意

見不一致で親権行使できない場合の解決手続などを記載）を作成、及び、『離婚後監護講座』を受講
 『共同監護計画』は、法務省令で定めるガイドラインに基づき、ADR（裁判外紛争解決手続）を利用し作成
 児童虐待事案など、父母と子との交流により子の生命・身体に重大な危害が発生するおそれがある場合は、その

父母の親権を剥奪・停止した上で、児童相談所が「監視付き面会交流」を実施
 DV（配偶者暴力）を父母の一方が主張している場合は、婦人相談所等が、子の監護に関する父母間の連絡

調整・子の受渡しを実施
 この法律の施行前、離婚に伴い親権を喪失した父母は、親権を回復（将来効）できる旨を規定
 ハーグ条約国内実施法の子の返還拒否事由の解釈規定や終局決定の変更などの規定を改正

今後の流れ（想定）

1. 令和５年４月に法案を国会提出
2. 令和６年４月に施行
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